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「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
と
近
現
代
の
歴
史
学

堀

口
　

修

一
、
問
題
の
所
在

　

明
治
天
皇
や
明
治
史
の
研
究
を
行
う
際
、
臨
時
帝
室
編
修
局
が
編

修
し
た
「
明
治
天
皇
紀
）
1
（

」
を
基
本
的
文
献
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
は

す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
そ
の
「
明
治
天
皇
紀
」
は
ど
の

よ
う
な
経
緯
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
り
編
修
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
べ
く
、
近
年
、
筆
者
は
公
開
さ
れ

た
関
係
史
料
を
用
い
て
い
く
つ
か
の
小
論
）
2
（

を
発
表
し
て
き
た
。
し
か

し
そ
の
研
究
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
ま
し
て
や
本
稿
が
取
り
上
げ
る
「
明
治
天

皇
紀
」
編
修
と
近
現
代
の
歴
史
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
検
討

さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
こ
う
し
た
点
が
あ
ま
り
研
究
さ
れ
る
こ
と

な
く
利
用
の
方
が
先
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
明
治
天
皇

紀
」
を
編
修
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
学
的
方
法
が
と
ら
れ
た
の

か
と
い
う
視
点
か
ら
、そ
の
編
修
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り「
明

治
天
皇
紀
」
編
修
が
近
現
代
の
歴
史
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
相

を
占
め
る
の
か
、
と
い
う
点
を
考
察
す
る
糧
と
し
た
い
。
但
し
そ
の

検
討
は
紙
数
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
官
制
と
編
修
ス
タ
ッ
フ
、
編
修

の
体
制
と
方
針
、
史
（
資
）
料
蒐
集
と
談
話
聴
取
、
編
修
の
進
捗
状

況
と
編
修
期
間
の
延
長
、
近
現
代
歴
史
学
と
の
関
係
に
絞
っ
て
行
う

こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
置
く
。
そ
の
他
の
こ
と
に
つ
い
て

は
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　

な
お
本
稿
で
使
用
す
る
公
文
書
類
の
内
、
昭
和
八
年
の
皇
室
令
第

四
号
「
大
正
三
年
皇
室
令
第
二
二
号
（
臨
時
編
修
局
ヲ
置
ク
ノ
件
）
廃

止
ノ
件
」及
び「
付
属
書
類
」か
ら
の
引
用
は
頻
度
が
高
い
の
で
一
々

表
記
し
な
い
こ
と
を
御
理
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

二
、
官
制
と
編
修
ス
タ
ッ
フ

　

ま
ず
最
初
に
「
明
治
天
皇
紀
」
を
編
修
し
た
組
織
の
官
制
を
確
認
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す
る
。大
正
三
年
一
一
月
三
〇
日
付
）
3
（

で
皇
室
令
第
二
二
号（
全
一
〇
条
）

が
公
布
・
施
行
さ
れ
、
宮
内
省
内
に
「
明
治
天
皇
紀
」（
以
下
、
御
紀

と
記
す
）
を
編
修
す
る
臨
時
編
修
局
が
設
け
ら
れ
た
。
臨
時
編
修
局

に
は
総
裁
以
下
、
副
総
裁
、
幹
事
、
御
用
掛
、
編
修
長
、
編
修
、
書
記
、

ま
た
若
干
の
顧
問
）
4
（

が
置
か
れ
た
。
こ
の
内
、
総
裁
は
「
局
務
ヲ
掌
理

シ
職
員
ヲ
監
督
」
し
、
且
つ
「
編
修
規
程
及
功
程
」
を
定
め
る
と
さ

れ
、
編
修
の
最
高
責
任
者
と
し
て
局
務
を
掌
理
す
る
立
場
で
あ
っ
た
）
5
（

。

　

ま
た
編
修
ス
タ
ッ
フ
の
身
分
に
つ
い
て
は
幹
事
を
除
き
、
総
裁
以

下
す
べ
て
親
任
待
遇
、
勅
任
同
、
奏
任
同
、
判
任
同
と
い
う
よ
う
に

す
べ
て
待
遇
身
分
で
あ
っ
た
が
、
大
正
七
年
六
月
七
日
付
公
布
・
施

行
の
皇
室
令
第
三
号
）
6
（

に
よ
り
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
こ

れ
を
う
け
て
宮
内
官
官
等
俸
給
令
及
び
宮
内
官
任
用
令
も
そ
れ
ぞ
れ

皇
室
令
第
四
号
及
び
同
第
五
号
に
よ
り
改
正
さ
れ
、
宮
内
省
令
第
二

号
に
よ
り
判
任
官
で
あ
る
臨
時
帝
室
編
修
局
編
修
官
補
・
同
書
記
の

定
員
も
勅
裁
を
経
て
定
め
ら
れ
た
）
（
（

。
こ
の
時
の
改
正
で
重
要
な
の
は
、

（
一
）
幹
事
を
主
事
）
8
（

、
編
修
長
を
編
修
官
長
、
編
修
を
編
修
官
と
称

す
る
、（
二
）
編
修
の
下
に
編
修
官
補
を
置
く
、（
三
）
編
修
官
長
以
下
、

編
修
官
、
編
修
官
補
、
書
記
が
そ
れ
ぞ
れ
勅
任
・
奏
任
・
判
任
と
さ
れ
、

い
ま
ま
で
の
よ
う
な
待
遇
で
は
な
く
な
り
宮
内
省
の
正
規
の
定
員
と

す
る
三
点
で
、
こ
の
体
制
は
昭
和
八
年
九
月
の
廃
局
ま
で
続
い
た
。

　

な
お
臨
時
編
修
局
は
、
大
正
五
年
一
一
月
四
日
付
皇
室
令
第
七

号
）
9
（

に
よ
り
臨
時
帝
室
編
修
局
と
改
称
さ
れ
、
廃
局
さ
れ
る
ま
で
そ
の

名
称
が
用
い
ら
れ
た
）
（（
（

。
庁
舎
は
最
初
、
赤
坂
霊
南
坂
宮
内
大
臣
官
舎

付
属
建
物
、
大
正
八
年
九
月
以
降
は
麹
町
区
永
田
町
の
旧
学
習
院
女

子
部
幼
稚
園
の
建
物
を
修
理
・
増
築
し
て
使
用
し
た
。

　

さ
て
発
足
し
た
臨
時
編
修
局
及
び
臨
時
帝
室
編
修
局
の
総
裁
以
下
、

主
な
編
修
員
は
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
各
人
の
就
任
期
間
・

出
身
・
経
歴
・
業
績
等
を
確
認
し
て
み
た
い
。
ゴ
シ
ッ
ク
の
人
物
は
、

臨
時
編
修
局
発
足
当
初
に
任
命
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
）
（（
（

。

　

総
裁

　
　

土�

方
久
元
（
一
八
三
三
～
一
九
一
八
）
（（
（

）。
大
正
三
年
一
二
月
～
同

七
年
一
一
月
（
逝
去
）。
土
佐
藩
出
身
。
宮
内
大
臣
等
。

　
　

田･

中
光
顕
（
一
八
四
三
～
一
九
三
九
）。
大
正
七
年
一
一
月
～
同

八
年
五
月
（
依
願
免
職
）。
土
佐
藩
出
身
。
宮
内
大
臣
等
。

　
　

金･

子
堅
太
郎
（
一
八
五
三
～
一
九
四
二
）。
大
正
一
一
年
四
月
～

昭
和
八
年
九
月
。
黒
田
藩
出
身
。
農
商
務
大
臣
等
。
な
お
田

中
総
裁
免
職
後
か
ら
総
裁
就
任
ま
で
の
間
、
特
命
に
よ
り
総

裁
職
務
を
摂
行
。
昭
和
八
年
九
月
三
〇
日
、
完
成
し
た
「
明

治
天
皇
紀
」
を
昭
和
天
皇
に
奉
呈
す
る
。

　

副
総
裁

　
　

金･
子
堅
太
郎
。
大
正
四
年
七
月
～
同
一
一
年
四
月
。
な
お
金
子

の
副
総
裁
就
任
は
、
臨
時
編
修
局
と
維
新
史
料
編
纂
会
と
の

天
皇
紀
と
維
新
史
の
歴
史
編
纂
上
の
調
整
問
題
が
あ
っ
た
）
（（
（

。

　
　

藤･

波
言
忠
（
一
八
五
三
～
一
九
二
六
）。
大
正
一
一
年
四
月
～
同
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一
五
年
五
月
（
逝
去
）。
公
家
出
身
。
侍
従
等
。
藤
波
は
な

が
く
明
治
天
皇
の
侍
従
な
ど
を
務
め
た
人
物
。
渡
辺
幾
治
郎

は
、
特
に
岩
倉
文
書
を
あ
げ
て
藤
波
が
資
料
蒐
集
に
お
い
て

熱
心
・
大
規
模
・
徹
底
的
で
あ
っ
た
と
し
、
ま
た
編
修
局
の

大
組
織
化
に
尽
力
し
た
と
彼
の
功
労
を
高
く
評
価
し
て
い
る
）
（（
（

。

　

御
用
掛

　
　

本･

多
辰
次
郎
（
一
八
六
八
～
一
九
三
八
）。
大
正
一
五
年
六
月
～

昭
和
八
年
七
月
。
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
卒
業
。
図
書
寮

図
書
課
長
・
図
書
寮
編
修
課
長
等
。『
勤
王
思
想
の
発
達
』
等
。

文
学
博
士
。
本
多
は
三
上
編
修
官
長
の
信
任
が
厚
か
っ
た
人

物
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

編
修
長
・
編
修
官
長

　
　

股�

野
琢
）
（（
（

（
一
八
三
八
～
一
九
二
一
）。
大
正
三
年
一
二
月
～
大
正

一
〇
年
一
月
。
内
閣
記
録
局
長
・
久
邇
宮
別
当
・
帝
国
博
物

館
総
長
等
。

　
　

竹･

越
与
三
郎
）
（（
（

（
一
八
六
五
～
一
九
五
〇
）。
大
正
一
〇
年
一
月
～

同
一
五
年
五
月
。
慶
応
義
塾
入
塾
。
衆
議
院
議
員
・
貴
族
院

議
員
。『
新
日
本
史
』・『
二
千
五
百
年
史
』
等
。

　
　

三･

上
参
次
）
（（
（

（
一
八
六
五
～
一
九
三
九
）。
大
正
一
五
年
五
月
～
昭

和
八
年
九
月
。
帝
国
大
学
文
科
大
学
和
文
学
科
卒
業
。
東
京

帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
・
帝
国
学
士
院
会
員
。
文
学
博
士
。

『
尊
皇
論
発
達
史
』
等
。

　

編
修
・
編
修
官

　
　

三�

宅
米
吉
（
一
八
六
〇
～
一
九
二
九
）。
大
正
三
年
一
二
月
～
同

八
年
一
二
月
。
慶
応
義
塾
入
塾
。
東
京
高
等
師
範
学
校
校
長
・

宮
中
顧
問
官
等
。
文
学
博
士
。『
日
本
史
学
提
要
』
等
。

　
　

重�

田
定
一
（
一
八
七
四
～
一
九
一
八
）。
大
正
三
年
一
二
月
～
同

七
年
四
月
（
逝
去
）。
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
史
科
卒
業
。

広
島
高
等
師
範
学
校
教
授
・
文
部
省
図
書
審
査
官
。『
史
説

史
話
』
等
。
文
学
博
士
。

　
　

池�

辺
義
象
（
一
八
六
一
～
一
九
二
三
）。
大
正
三
年
一
二
月
～
同

一
二
年
三
月
。
東
京
大
学
卒
業
。
第
一
高
等
学
校
教
授
・
京

都
帝
国
大
学
講
師
等
。『
日
本
法
制
史
』
等
。
な
お
大
正
四

年
臨
時
編
修
局
に
奉
職
し
、
後
に
臨
時
帝
室
編
修
官
に
任
ぜ

ら
れ
た
渡
辺
幾
治
郎
は
、
臨
時
編
修
局
の
創
設
は
池
辺
義
象

の
建
議
に
よ
る
も
の
で
、
彼
は
編
修
長
の
予
定
で
あ
っ
た
と

い
う
）
（（
（

。
池
辺
は
、
こ
れ
以
前
に
宮
内
省
図
書
寮
出
仕
、
同
図

書
属
等
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
人
物
。

　
　

幸･

田
成
友
（
一
八
七
三
～
一
九
五
四
）。
大
正
七
年
六
月
～
同
一

一
年
五
月
。
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
卒
業
。
京
都
帝
国

大
学
文
科
大
学
講
師
・
東
京
商
科
大
学
教
授
等
。
文
学
博
士
。

『
江
戸
と
大
坂
』
等
。

　
　

上･
野
竹
次
郎
）
（（
（

（
一
八
八
五
～
一
九
三
三
）。
大
正
四
年
一
月
～
昭

和
八
年
六
月（
逝
去
）。官
幣
中
社
貴
船
神
社
禰
宜
等
。『
山
陵
』
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等
。

　
　

木･
寺
柳
次
郎
（
一
八
六
八
～
一
九
二
三
）。
大
正
四
年
七
月
～
同

一
二
年
二
月
（
逝
去
）。
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
史
科
卒
業
。

大
分
県
立
臼
杵
中
学
校
長
等
。『
日
本
歴
史
』
等
。

　
　

渡･

辺
幾
治
郎
）
（（
（

（
一
八
七
七
～
一
九
六
〇
）。
大
正
四
年
七
月
～
昭

和
八
年
九
月
。
早
稲
田
大
学
文
学
部
史
学
及
英
文
科
・
京
都

帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
専
科
卒
業
。
和
歌
山
県
誌
編
纂

主
任
。『
明
治
天
皇
と
立
憲
政
治
』
等
。

　
　

本･

居
清
造
（
一
八
七
三
～
一
九
五
八
）。
大
正
四
年
八
月
～
昭
和

八
年
九
月
。
国
學
院
本
科
（
選
修
）
卒
業
。
国
學
院
大
学
講

師
等
。『
本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
等
。

　

原
稿
の
作
成
等
、
編
修
の
上
で
実
際
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮

し
た
の
は
編
修
（
官
）
長
を
中
心
と
す
る
御
用
掛
・
編
修
（
官
）
達

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
高
等
教
育
機
関
で
近
代
的
な

学
問
、
歴
史
学
を
学
ん
だ
人
物
か
、
神
道
関
係
の
専
門
知
識
に
精
通

し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
業
績
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、

決
し
て
狭
隘
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
凝
り
固
ま
っ
た
持
ち
主
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
勿
論
、
彼
ら
と
雖
も
同
時
代
の
価
値
観
か
ら
全
く

逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
か
ら
一
律
に
彼
ら
の

歴
史
観
を
否
定
或
い
は
無
視
し
て
は
不
公
正
の
譏
り
を
免
れ
な
い
。

も
し
彼
ら
の
歴
史
編
纂
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
彼
ら
が
「
明
治
天
皇

紀
」
の
編
修
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
臨
み
、
ど
の
よ
う
に
叙

述
し
た
の
か
と
い
う
面
を
検
討
し
な
い
と
い
け
な
い
筈
で
あ
る
）
（（
（

。

　

だ
が
戦
後
の
歴
史
学
の
主
流
は
、
戦
前
の
官
製
版
成
果
を
「
皇
国

史
観
」
と
い
う
範
疇
で
括
っ
て
一
部
を
除
い
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
脇

に
置
い
て
本
格
的
な
検
討
を
し
な
か
っ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果

の
問
題
点
（
到
達
点
も
含
む
）
や
編
纂
者
の
歴
史
観
に
目
を
向
け
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
編
纂
作

業
に
取
り
組
ん
だ
の
か
と
い
う
面
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
今
後
は
こ
う
し
た
面
も
含
め
て
戦
前
の
歴
史
学
を
総
合

的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
、
編
修
の
体
制
と
方
針

　

編
修
体
制
に
つ
い
て
は
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
が
な
が
い
期
間

に
及
ん
だ
た
め
、
何
度
も
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
簡
略
に
記
す

と
左
の
よ
う
に
な
る
。

　

①･

大
正
四
年
一
月
三
〇
日
制
定

　
　

･

第
一
部
・
嘉
永
五
年
御
降
誕
以
後
儲
位
御
時
代
全
部
・
一
六
年

間
、
第
二
部
・
御
即
位
以
後
廃
藩
置
県
に
至
る
・
四
年
間
、
第

三
部
・
自
明
治
五
年
至
同
一
八
年
・
一
四
年
間
、
第
四
部
・
自

明
治
一
九
年
至
同
四
五
年
・
二
七
年
間

　

②
大
正
四
年
五
月
一
四
日
改
定

　
　

･

第
一
部
・
嘉
永
五
年
御
降
誕
以
後
儲
位
御
時
代
全
部
・
一
六
年

間
、
第
二
部
・
御
即
位
以
後
廃
藩
置
県
に
至
る
・
四
年
間
、
第
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三
部
・
自
明
治
五
年
至
同
一
八
年
・
一
四
年
間
、
第
四
部
・
自

明
治
一
九
年
至
同
二
八
年
・
一
〇
年
間
、
第
五
部
・
自
明
治
二

九
年
至
同
三
八
年
・
一
〇
年
間
、
第
六
部
・
自
明
治
三
九
年
至

同
四
五
年
崩
御
・
七
年
間

　

③
大
正
七
年
一
〇
月
改
定

　
　

･

第
一
部
・
自
嘉
永
五
年
九
月
二
二
日
至
明
治
一
四
年
・
三
〇
年

間
、
第
二
部
・
自
明
治
一
五
年
至
同
三
一
年
・
一
五
年
間
、
第

三
部
・
自
明
治
三
二
年
至
大
喪
・
一
四
年
間

　

④･

大
正
一
三
年
四
月
改
定

　
　

･

編
修
官
長
担
任
・
自
嘉
永
五
年
御
降
誕
至
明
治
四
年
・
二
〇
年

間
、
第
一
部
・
自
明
治
五
年
至
同
一
四
年
・
一
〇
年
間
、
第
二

部
・
自
明
治
一
五
年
至
同
三
一
年
・
一
七
年
間
、
第
三
部
・
自

明
治
三
二
年
至
大
喪
・
一
四
年
間

　

⑤
昭
和
二
年
一
二
月
二
〇
日
改
定

　
　

･

第
一
部
・
自
嘉
永
五
年
御
降
誕
至
明
治
四
年
及
び
明
治
二
七
年
、

同
二
八
年
・
二
二
年
間
、
第
二
部
・
自
明
治
五
年
至
同
一
四
年
・

一
〇
年
間
、
第
三
部
・
自
明
治
一
五
年
至
同
三
一
年
（
内
明
治

二
七
年
、
同
二
八
年
を
除
く
）・
一
五
年
間
、
第
四
部
・
自
明
治

三
二
年
至
同
大
正
元
年
御
大
喪
・
一
四
年
間

　

⑥
昭
和
五
年
七
月
改
定

　
　

･

第
一
部
・
自
嘉
永
五
年
御
降
誕
至
明
治
三
年
及
び
明
治
二
七
年
、

同
二
八
年
・
二
一
年
間
、
第
二
部
・
自
明
治
四
年
至
同
一
四
年
・

一
一
年
間
、
第
三
部
・
自
明
治
一
五
年
至
同
三
一
年
（
内
明
治

二
七
年
、
同
二
八
年
を
除
く
）・
一
五
年
間
、
第
四
部
・
自
明
治

三
二
年
至
大
正
元
年
大
喪
・
一
四
年
間

　

⑦
昭
和
六
年
四
月
改
定

　
　

･

第
一
部
・
自
嘉
永
五
年
御
降
誕
至
明
治
三
年
・
一
九
年
間
、
第

二
部
・
自
明
治
四
年
至
同
一
四
年
・
一
一
年
間
、
第
三
部
・
自

明
治
一
五
年
至
同
三
一
年
・
一
七
年
間
、
第
四
部
・
自
明
治
三

二
年
至
大
正
元
年
大
喪
・
一
四
年
間

　

つ
ぎ
に
編
修
方
針
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
初
か
ら
明
確
な
形
で
確

立
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
金
子
は
、「
明
治
天
皇
紀
」
を
編

修
す
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
御
紀
の
体
裁
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す

る
か
に
つ
い
て
悩
み
、
彼
は
古
代
の
三
代
実
録
、
孝
明
天
皇
紀
、
中

国
歴
代
皇
帝
の
本
紀
、
欧
州
の
皇
帝
の
伝
記
等
を
学
ぶ
。
さ
ら
に
は

元
米
国
大
統
領
セ
オ
ド
ア
・
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
御
紀
の
模
範
と
な

る
参
考
書
の
提
示
を
も
依
嘱
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
の
返
事
は
、
適
切
な
も
の
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
（（
（

。
そ
こ

で
金
子
は
、
諸
元
老
に
は
か
り
、
は
た
ま
た
関
係
者
と
検
討
を
重
ね

な
が
ら
明
治
天
皇
の
伝
記
に
相
応
し
い
「
編
修
ノ
方
針
基
礎
及
範
囲

ヲ
明
確
ニ
シ　

御
紀
タ
ル
ト
同
時
ニ
日
本
帝
国
ノ
歴
史
タ
ル
明
治
天

皇
紀
」
を
編
修
す
る
こ
と
を
決
め
た
と
、
昭
和
八
年
九
月
三
〇
日
、

完
成
し
た
「
明
治
天
皇
紀
」
を
昭
和
天
皇
に
奉
呈
す
る
際
の
「
明
治

天
皇
紀
ヲ
進
ム
ル
表
）
（（
（

」
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
ま
た
臨
時
帝
室
編
修
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官
渡
辺
幾
治
郎
は
、「
編
修
方
針
の
詳
細
な
こ
と
は
最
初
よ
り
一
定

不
動
と
は
行
か
な
か
っ
た
や
う
だ
。
私
は
そ
こ
に
三
回
の
変
更
を
見

た
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
金
子
や
渡
辺
の
話
の
よ
う
に
具
体
的
な
編
修
方
針
に
つ
い
て

は
な
が
い
編
修
期
間
を
通
じ
て
徐
々
に
固
ま
っ
て
い
っ
た
と
見
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
編
修
が
開
始
さ
れ
た
直
後
の
大
正
四
年
一
月
三
〇
日
制
定
の

「
編
纂
要
綱
」
で
は
「
一･

全
部
編
修
ノ
功
程
ハ
大
約
五
年
ヲ
以
テ
卒

業
ヲ
期
シ
進
捗
ス
ル
事
」、「
一･

参
考
用
ト
シ
テ
年
表
ヲ
調
製
ス
ル

事
」、「
一･

明
治
四
年
以
前
ノ
材
料
ハ
主
ト
シ
テ
維
新
史
料
編
纂
会

蒐
集
ノ
モ
ノ
ヲ
借
覧
抜
萃
ス
ル
事
」、「
一･
明
治
天
皇
実
録
ハ
専
ラ

御
盛
徳
御
聖
蹟
ヲ
主
ト
シ
テ
編
纂
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
国
史
ノ
編
纂
ト

ハ
自
ラ
其
主
旨
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
ご
く
基
本
的
な
こ
と
を

規
定
し
て
い
た
。

　

つ
い
で
編
修
開
始
か
ら
編
修
功
程
の
「
大
約
五
年
」
を
約
一
年
半

後
に
迎
え
る
大
正
七
年
八
月
、
金
子
副
総
裁
及
び
藤
波
御
用
掛
は
、

そ
れ
ぞ
れ
明
治
天
皇
紀
の
編
修
方
針
に
つ
い
て
意
見
を
土
方
総
裁
に

建
議
す
る
。
金
子
は
、
天
皇
は
国
を
以
っ
て
家
と
な
す
の
で
明
治
天

皇
紀
は
天
皇
の
御
言
行
を
記
述
す
る
伝
記
で
あ
る
と
当
時
に
、
天
皇

の
治
世
中
に
起
き
た
重
要
事
件
及
び
国
勢
の
隆
替
を
録
す
る
国
史
で

あ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
藤
波
は
、
明
治
天
皇
紀
は
天
皇
の

盛
徳
を
経
と
し
、
偉
業
を
緯
と
し
て
編
修
す
る
を
要
す
る
、
即
ち
天

皇
の
祖
宗
を
崇
ひ
臣
民
を
憐
れ
み
忠
孝
の
教
え
を
垂
れ
、
立
憲
の
政

を
創
め
た
こ
と
は
盛
徳
中
の
盛
徳
と
奉
る
こ
と
で
、
ま
た
維
新
の
大

業
は
百
揆
の
基
と
な
り
教
育
の
普
及
、
実
業
の
振
興
、
国
防
の
充
実
、

版
図
の
拡
大
、
経
済
の
発
展
等
は
偉
業
中
の
偉
業
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
ら
を
御
紀
中
の
骨
子
と
し
て
、
そ
の
他

の
盛
徳
は
偉
業
と
倶
に
之
を
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

こ
う
し
た
意
見
に
よ
り
同
月
、
天
皇
紀
の
体
裁
、
資
料
採
録
の
範

囲
等
を
詳
細
に
定
め
た
「
御
紀
編
修
ニ
関
ス
ル
綱
領
」
を
作
成
し
、

①
部
体
制
を
三
部
体
制
と
し
、
編
修
官
は
各
々
そ
の
一
部
を
分
担
し
、

編
修
官
補
を
督
し
て
資
料
に
基
づ
い
て
事
を
以
っ
て
日
に
繋
げ
、
日

を
以
っ
て
月
に
繋
げ
、
月
を
以
っ
て
年
に
繋
げ
て
、
そ
の
要
領
を
提

げ
て
綱
と
し
て
、
資
料
を
そ
の
下
に
排
列
し
て
目
と
す
る
、
②
編
年

綱
目
体
の
資
料
採
録
仮
稿
本
を
作
製
し
、
編
修
官
長
は
そ
の
仮
稿
本

を
根
拠
と
し
て
天
皇
紀
を
編
修
す
る
こ
と
と
す
る
、
③
仮
稿
本
の
作

製
及
び
天
皇
紀
の
編
修
年
限
は
、
向
こ
う
約
一
〇
ヶ
年
と
し
、
資
料

採
集
規
程
及
び
編
纂
規
程
を
定
め
、
資
料
採
集
主
任
を
置
き
、
藤
波

御
用
掛
を
以
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
と
し
た
。
そ
し
て
大
正
七
年
一
〇

月
、
宮
内
大
臣
波
多
野
敬
直
に
内
申
し
て
承
認
を
得
る
。
こ
う
し
て

編
修
を
進
め
る
た
め
の
方
法
論
的
、
或
い
は
技
術
論
的
な
面
で
の

ル
ー
ル
が
か
な
り
明
確
と
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
田
中
総
裁
免
職
後
、特
命
に
よ
り
総
裁
の
職
務
を
摂
行（
総

裁
は
闕
員
）
し
て
い
た
金
子
副
総
裁
は
、
内
外
の
政
治
家
、
学
者
の



�88明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 43 号〕平成 18 年 11 月

意
見
を
徴
し
、
ま
た
山
県
、
松
方
、
西
園
寺
の
三
顧
問
に
相
談
し
て

編
修
の
方
針
の
基
礎
及
び
範
囲
を
明
確
に
し
て
、
聖
皇
の
伝
記
で
あ

る
と
と
も
に
、
日
本
帝
国
の
歴
史
た
る
明
治
天
皇
紀
を
編
修
す
る
こ

と
に
決
定
す
る
。
そ
し
て
大
正
九
年
五
月
一
五
日
付
で
上
奏
し
て
裁

可
を
得
る
と
共
に
、
左
の
よ
う
な
新
た
な
編
修
綱
領
で
あ
る
「
明
治

天
皇
紀
編
修
綱
領
」
を
定
め
そ
の
方
針
を
も
っ
て
編
修
事
業
を
進
行

す
る
方
針
を
採
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
明
治
天
皇
紀
」
編

修
の
骨
太
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　

明
治
天
皇
紀
編
修
綱
領

　
　

一　

･

天
皇
ハ
国
ヲ
以
テ
家
ト
シ
給
フ
カ
故
ニ
天
皇
紀
ハ
天
皇
ノ

言
行
ヲ
記
ス
ル
伝
記
タ
ル
ト
共
ニ
天
皇
ノ
治
世
中
ニ
起
リ

タ
ル
大
小
ノ
事
変
国
勢
ノ
隆
替
ヲ
録
ス
ル
国
史
タ
ラ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
サ
ル
事

　
　

二　

･

明
治
天
皇
英
邁
ノ
資
ハ
天
授
ニ
シ
テ
史
臣
等
ノ
妄
リ
ニ
論

議
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
故
ニ
明
治
天
皇
紀
ハ
天
皇
ノ
言
行
ヲ

事
実
ノ
マ
ヽ
ニ
記
述
シ
敢
ヘ
テ
粉
飾
ス
ル
所
ア
ル
ヘ
カ
ラ

ス
若
シ
夫
レ
明
治
天
皇
紀
成
ル
ノ
後
直
チ
ニ
之
ヲ
公
刊
ス

ヘ
キ
ヤ
或
ハ
其
ノ
幾
分
ヲ
削
リ
テ
公
刊
ス
ヘ
キ
ヤ
一
ニ
之

ヲ
聖
断
ニ
待
ツ
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
事

　
　

三　

･

明
治
天
皇
ニ
奉
侍
シ
テ
内
外
ノ
枢
機
ニ
参
画
シ
タ
ル
輔
弼

ノ
老
臣
勲
旧
ノ
百
僚
ハ
皆
明
治
時
代
ヲ
築
ク
ニ
与
リ
テ
力

ア
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
ノ
功
績
ヲ
記
ス
ヘ
シ
又
民
間
ニ

ア
リ
テ
文
明
ノ
進
歩
ニ
寄
与
シ
タ
ル
者
ノ
事
蹟
ヲ
記
録
ス

ヘ
キ
事

　
　

四　

･

明
治
天
皇
紀
ハ
主
ト
シ
テ
編
年
体
ニ
拠
リ
必
要
ニ
応
シ
テ

ハ
記
事
本
末
ノ
体
ヲ
参
ヘ
用
ヰ
ル
事

　
　

五　

･

明
治
天
皇
紀
ハ
明
治
天
皇
御
降
誕
以
後
ノ
事
ヲ
記
録
ス
ル

モ
ノ
ト
ス
嘉
永
前
後
ノ
形
勢
ヲ
記
述
ス
ル
モ
之
ニ
因
リ
テ

時
勢
ノ
由
ツ
テ
来
ル
所
以
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
ノ

大
略
ヲ
述
フ
ル
ニ
止
ム
ル
事

　
　

六　

･

明
治
時
代
国
内
形
勢
ノ
推
移
ハ
外
勢
ノ
刺
激
ニ
因
ル
コ
ト

多
キ
ヲ
以
テ
明
治
天
皇
紀
ハ
内
政
ニ
関
聯
シ
テ
外
勢
ヲ
叙

録
シ
以
テ
其
ノ
内
外
相
交
渉
ス
ル
所
以
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル

事

　
　

七　

･

明
治
天
皇
紀
ハ
勅
旨
ヲ
奉
シ
テ
撰
修
ス
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ

其
ノ
文
字
ノ
排
列
ニ
ハ
擡
頭
闕
字
ノ
例
ヲ
踏
マ
サ
ル
事

　
　

八　

･

箇
人
ノ
著
述
ニ
係
ル
歴
史
又
ハ
伝
記
ハ
事
実
ノ
出
所
ヲ
証

明
ス
ル
例
ア
リ
ト
雖
ト
モ
明
治
天
皇
紀
ハ
史
臣
課
ヲ
分
チ

証
ヲ
挙
ケ
検
討
ヲ
尽
ク
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
別
ニ
出

所
ヲ
挙
ク
ル
ヲ
要
セ
ス
但
シ
資
料
ハ
長
ク
宮
中
ノ
一
局
ニ

保
存
ス
ル
事

　
　

九　

･
明
治
天
皇
紀
ノ
文
章
ハ
時
文
ヲ
用
ヰ
仮
名
用
法
ハ
文
部
省

ノ
定
メ
タ
ル
仮
字
用
字
格
ニ
拠
ル
ヘ
シ
但
シ
熟
語
又
ハ
名
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称
等
ハ
当
時
慣
用
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
従
フ
事

　
　

十　
･

明
治
天
皇
紀
ハ
之
ヲ
欧
文
ニ
翻
訳
ス
ル
コ
ト
但
シ
翻
訳
開

始
ノ
時
期
ハ
史
局
事
業
ノ
繁
閑
ニ
従
ヒ
テ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

ル
事

　

十
一　

･

明
治
天
皇
御
一
代
中
ノ
重
ナ
ル
事
蹟
ヲ
図
画
ニ
表
シ
之
ヲ

明
治
天
皇
紀
附
録
ト
ス
ル
事

四
、
資
料
採
録
と
談
話
聴
取

　
「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
ど
の
よ
う
な
史
料
を
用
い
て
編
修
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
編
修
で
は
原
史
料
そ
の
も
の
を
蒐
集
し
た
の
で
は
な

く
、
ほ
と
ん
ど
原
史
料
の
筆
写
、
或
い
は
タ
イ
プ
印
字
に
よ
り
蒐
集

す
る
と
い
う
形
態
を
採
っ
た
。
そ
の
史
料
の
性
格
か
ら
左
の
よ
う
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一･

、「
侍
従
日
誌
」
を
は
じ
め
宮
内
省
の
厖
大
な
量
の
公
文
書
、
同

じ
く
政
府
の
大
量
の
公
文
書
、
伊
藤
博
文
、
井
上
馨
等
の
政
府
要

人
の
許
に
集
積
さ
れ
た
大
量
の
書
翰
・
書
類
等
。
具
体
的
に
は
刊

行
さ
れ
た『
明
治
天
皇
紀
』の
各
記
事
末
に
記
さ
れ
た
典
拠
史（
資
）

料
名
か
ら
そ
れ
ら
の
史
（
資
）
料
名
が
判
明
す
る
。

二･

、
維
新
史
料
編
纂
会
所
蔵
史
料
。
大
正
四
年
七
月
一
日
、
維
新
史

料
編
纂
会
と
の
間
で
「
維
新
史
料
編
纂
会
ト
協
定
事
項
」
が
結
ば

れ
、
人
事
交
流
と
材
料
蒐
集
に
関
す
る
協
力
関
係
が
確
立
す
る
。

つ
い
で
大
正
六
年
一
〇
月
二
三
日
、「
維
新
史
料
編
纂
会
ト
協
定

事
項
」
に
関
連
す
る
「
覚
」
書
が
結
ば
れ
、
具
体
的
協
力
が
確
認

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
協
力
関
係
に
よ
り
維
新
史
料
編
纂
会
が
所
蔵

す
る
幕
末
維
新
期
の
各
種
史
料
を
写
本
と
い
う
形
で
蒐
集
す
る
。

三･

、
各
都
道
府
県
庁
・
各
市
町
村
の
市
役
所
・
役
場
所
蔵
の
公
文
書
・

府
県
市
町
村
史
、
民
間
諸
機
関
所
蔵
の
所
蔵
資
料
、
新
聞
・
雑
誌
。

こ
う
し
た
資
料
を
蒐
集
す
る
た
め
の
出
張
調
査
は
、
大
正
九
年
度

か
ら
昭
和
七
年
度
ま
で
の
間
に
全
国
に
及
ぶ
（
左
表
参
照
）。

　

･　

そ
の
出
張
調
査
を
①
北
海
道
、
②
東
北
、
③
関
東
、
④
甲
信
、

⑤
北
陸
、
⑥
東
海
、
⑦
関
西
、
⑧
中
国
、
⑨
四
国
、
⑩
九
州
の
各

方
面
別
・
府
道
府
県
市
別
に
回
数
を
表
示
す
る
と
左
の
よ
う
に
な

る
。
府
県
道
市
ご
と
の
回
数
は
府
＝
一
七
回
、
県
＝
九
〇
回
、
道

･･《各年度別府県道市出張回数》

年度
府 県 道 市 合計

出張
人員

大正 9 年度 1 4 4 9

大正 10 年度 1 3 10 14 11

大正 11 年度 1 5 4 10 2（

大正 12 年度 1 10 1（ 28 23

大正 13 年度 2 9 19 30 21

大正 14 年度 2 6 （ 15 3（
大正 15 年度
昭和 元 年度

3 13 1 16 33 39

昭和 2 年度 2 13 15 30 24

昭和 3 年度 1 4 2 （ 9

昭和 4 年度 2 10 19 31 12

昭和 5 年度 1 6 1 9 1（ 14

昭和 6 年度 5 3 8 6

昭和 （ 年度 2 2 4 9

合　計 1（ 90 2 12（ 236 232
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＝
二
回
、
市
＝
一
二
七
回
、
出
張
人
員
は
延
二
三
二
名
に
の
ぼ
る
。

　

①･
北
海
道
二
回
・
札
幌
市
二
回
・
函
館
市
二
回
・
小
樽
市
二
回
・

室
蘭
市
一
回　
　

計
九
回

　

②･

青
森
県
二
回
・
青
森
市
一
回
・
弘
前
市
一
回
／
岩
手
県
一
回
・

盛
岡
市
一
回
／
宮
城
県
一
回
・
仙
台
市
一
回
／
秋
田
県
一
回
・

秋
田
市
一
回
／
山
形
県
一
回
・
山
形
市
一
回
・
米
沢
市
一
回
／

福
島
県
一
回
・
福
島
市
一
回　
　

計
一
五
回

　

③･

茨
城
県
二
回
・
水
戸
市
二
回
／
栃
木
県
四
回
・
宇
都
宮
市
四
回

／
群
馬
県
三
回
・
前
橋
市
三
回
・
高
崎
市
二
回
／
埼
玉
県
四
回

／
千
葉
県
五
回
・
千
葉
市
一
回
／
東
京
府
六
回
・
八
王
子
市
一

回
／
神
奈
川
県
一
一
回
・
横
須
賀
市
一
回　
　

計
四
九
回

　

④･

山
梨
県
一
回
・
甲
府
市
一
回
／
長
野
県
三
回
・
長
野
市
一
回
・

松
本
市
一
回
・
上
田
市
一
回　
　

計
八
回

　

⑤･

新
潟
県
二
回
・
新
潟
市
一
回
・
長
岡
市
二
回
・
高
田
市
一
回
／

富
山
県
一
回
・
富
山
市
一
回
／
石
川
県
一
回
・
金
沢
市
一
回
／

福
井
県
二
回
・
福
井
市
一
回　
　

計
一
三
回

　

⑥･

静
岡
県
八
回
・
静
岡
市
二
回
・
沼
津
市
一
回
・
浜
松
市
一
回
／

愛
知
県
三
回
・
名
古
屋
市
四
回
・
岡
崎
市
一
回
／
三
重
県
四
回
・

山
田
市
四
回
・
四
日
市
市
一
回
・
津
市
二
回　
　

計
三
一
回

　

⑦･

滋
賀
県
六
回
・
大
津
市
二
回
／
京
都
府
九
回
・
京
都
市
一
二
回

／
大
阪
府
二
回
・
大
阪
市
八
回
・
堺
市
二
回
／
兵
庫
県
五
回
・

神
戸
市
八
回
・
姫
路
市
二
回
／
奈
良
県
一
回
・
奈
良
市
二
回　

　

計
五
九
回

　

⑧･

岡
山
県
二
回
・
岡
山
市
二
回
／
広
島
県
二
回
・
広
島
市
二
回
・

呉
市
二
回
／
山
口
県
五
回
・
下
関
市
五
回
・
門
司
市
四
回　
　

計
二
四
回

　

⑨･

香
川
県
二
回
・
丸
亀
市
三
回
・
高
松
市
三
回
／
愛
媛
県
一
回
・

松
山
市
一
回　
　

計
一
〇
回

　

⑩･

福
岡
県
一
回
・
福
岡
市
三
回
・
久
留
米
市
一
回
／
佐
賀
県
一
回

／
長
崎
県
一
回
・
長
崎
市
三
回
・
佐
世
保
市
一
回
／
熊
本
県
三

回
・
熊
本
市
三
回
・
鹿
児
島
市
二
回　
　

計
一
九
回

　

こ
う
し
た
出
張
調
査
の
特
色
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
あ

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

・･

京
都
府
を
中
心
と
す
る
大
阪
府
・
奈
良
県
・
兵
庫
県
・
滋
賀
県

の
関
西
地
域
、
東
京
府
を
中
心
と
す
る
茨
城
県
・
栃
木
県
・
埼

玉
県
・
千
葉
県
・
神
奈
川
県
の
関
東
地
域
を
合
わ
せ
る
と
全
体

の
約
四
五
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と

で
は
あ
る
が
、
両
地
域
に
は
御
紀
編
修
上
に
欠
か
せ
な
い
関
係

史
（
資
）
料
、
例
え
ば
明
治
天
皇
や
岩
倉
具
視
等
の
行
幸
や
政

治
家
の
史
（
資
）
料
が
豊
富
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
。

　

・･
静
岡
県
と
山
口
県
の
両
県
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
調
査
が
行
わ

れ
て
い
る
。
静
岡
県
は
い
く
つ
か
の
御
用
邸
が
あ
る
こ
と
も
反

映
し
て
い
よ
う
。
山
口
県
は
や
は
り
木
戸
孝
允
、
伊
藤
博
文
、

山
県
有
朋
等
の
長
州
藩
系
の
政
治
家
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
か
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ら
で
あ
ろ
う
。

　

・･
北
海
道
・
東
北
地
方
は
大
正
一
五
年
（
昭
和
元
年
）
と
昭
和
五

年
に
集
中
し
て
い
る
。
両
地
方
で
の
調
査
は
、
明
治
前
期
に
行

わ
れ
た
巡
幸
に
関
係
し
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

・･

大
正
一
二
年
か
ら
昭
和
四
年
に
か
け
て
出
張
調
査
が
頻
繁
に
行

わ
れ
る
。
但
し
昭
和
三
年
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
れ

は
同
年
に
即
位
大
礼
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

・･

和
歌
山
県
・
鳥
取
県
・
島
根
県
・
高
知
県
・
大
分
県
・
宮
崎
県

に
は
出
張
調
査
が
な
い
。
こ
れ
は
明
治
天
皇
の
行
幸
が
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四･

、
明
治
天
皇
の
御
手
許
に
集
積
し
た
書
類
群
で
あ
る
明
治
天
皇
御

手
許
文
書
。
こ
れ
は
明
治
天
皇
の
薨
去
後
、
最
終
的
に
内
大
臣
府

が
管
理
し
て
い
た
こ
と
か
ら
内
大
臣
府
文
書
と
も
称
さ
れ
る
。
こ

の
文
書
の
調
査
は
、
最
初
、
藤
波
言
忠
が
御
紀
の
編
修
に
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
貴
重
資
料
で
あ
る
と
判
断
し
、
大
正
九
年
～
同
一
〇
年

に
か
け
て
そ
の
一
部
を
採
取
（
但
し
調
査
内
容
か
ら
中
途
で
終
わ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）。
つ
い
で
昭
和
四
年
六
月
一
七
日
、
内

大
臣
府
中
に
臨
時
明
治
天
皇
御
手
許
書
類
取
調
掛
が
設
け
ら
れ
、

六
ヶ
月
以
内
に
取
調
を
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
宮
内
大
臣
口
達

を
以
っ
て
三
上
編
修
官
長
＝
取
調
顧
問
、
本
多
御
用
掛
、
渡
辺
、

上
野
、
本
居
の
三
編
修
官
＝
取
調
員
、
沢
辺
、
布
施
、
松
本
、
深

谷
の
四
編
修
官
補
＝
同
補
助
が
命
じ
ら
れ
、
爾
来
調
査
に
従
事
す

る
。
な
お
調
査
は
、
予
定
の
期
限
に
完
結
で
き
ず
、
翌
昭
和
五
年

二
月
末
日
に
至
り
漸
く
調
査
を
完
了
す
る
）
（（
（

。

五･

、
各
方
面
の
側
近
奉
仕
者
か
ら
の
談
話
聴
取
・
講
演
。
御
紀
編
修

の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
情
報
は
、
決
し
て
文
字
史
（
資
）
料
に
限

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
そ
の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る

オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
も
の
も
積
極
的
に
蒐
集
し
て
い
る
。

そ
の
各
年
別
の
実
施
件
数
は
、
左
の
如
く
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら

の
談
話
聴
取
の
実
施
件
数
（
複
数
年
に
渉
る
場
合
は
、
各
年
一
件
と

す
る
）
を
年
別
に
分
け
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
）
（（
（

。

　

三
上
が
編
修
官
長
に
就
任
し
た
の
が
大
正
一
五
年
五
月
で
、
同
年

の
談
話
聴
取
一
七
件
中
、
五
月
以
降
の
も
の
が
一
六
件
で
あ
る
こ
と

か
ら
同
年
以
降
の
談
話
聴
取
へ
の
積
極
的
取
り
組
み
は
三
上
の
編
修

官
長
就
任
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
て
こ
れ
ら
の
談
話
聴

取
・
講
演
の
一
覧
を
左
に
掲
げ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
談
話
記
録
の
う

ち
、
＊
印
の
付
い
て
い
る
も
の
は
宮
内
庁
書
陵
部
で
閲
覧
で
き
る
も

の
で
あ
る
（
確
認
に
あ
た
っ
て
一
部
推
定
し
た
も
の
も
あ
る
）。

実施年 件数

大正 5 年 （ 件

6 年 2 件

（ 年 2 件

8 年 1 件

9 年 0 件

10 年 2 件

11 年 2 件

12 年 0 件

13 年 11 件

14 年 2 件

15 年 18 件

昭和 2 年 9 件

3 年 18 件

4 年 6 件

5 年 1 件

年不詳 2 件
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１　
･

編
修
官
長
股
野
琢
「
正
倉
院
御
物
整
理
」（
大
正
五
年
一
一
月

一
二
日
）

　

２　

･
伯
爵
土
方
久
元
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」
自
大
正

五
年
一
月
二
六
日
至
同
六
年
二
月
二
一
日
）

　

３　

･

海
軍
中
将
川
島
令
次
郎
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
（
広
島
大
本
営

御
駐
輦
中
）」（
大
正
五
年
三
月
七
日
・
四
月
一
八
日
・
五
月
一
七
日
・

六
月
七
日
）

　

４　

･

子
爵
藤
波
言
忠
「
大
阪
御
親
征
、
御
東
幸
、
小
御
所
会
議
前

後
ノ
御
供
物
」（
大
正
五
年
三
月
二
四
日
）

＊
５　

･

伯
爵
田
中
光
顕
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
（
賢
所
御
親
祭
、
国
政
ニ

殉
シ
給
フ
御
覚
悟
外
三
項
）」（
大
正
五
年
四
月
四
日
）

　

６　

･

侯
爵
中
山
孝
麿
「
明
治
天
皇
御
幼
少
時
御
事
蹟
」（
大
正
五
年

六
月
一
五
日
）

　

７　

･

男
爵
有
地
品
之
允
「
横
須
賀
行
幸
、
九
州
御
巡
幸
他
」（
大

正
六
年
一
一
月
六
日
）

　

８　

･

男
爵
村
田
経
芳
「
明
治
天
皇
ニ
射
的
ヲ
御
教
授
申
上
ゲ
奉
リ

タ
ル
事　

村
田
銃
並
ニ
越
後
口
戦
争
ノ
事
」（
大
正
七
年
二
月
）

　

９　

･

侯
爵
浅
野
長
勲
「
王
政
復
古
、
大
号
令
ノ
渙
発
、
小
御
所
会

議
他
」（
大
正
七
年
六
月
一
一
日
）

　

10　

･

佐
々
木
光
文
「
明
治
元
年
御
即
位
当
日
ノ
気
象
、
戸
屋
主
ノ

事
他
数
項
」（
大
正
八
年
一
〇
月
一
九
日
）

　

11　

･

旧
一
条
家
六
位
侍
下
橋
敬
長
「
見
聞
事
項
（
四
親
王
家
、
門

跡
他
数
十
項
）」（
大
正
一
〇
年
自
五
月
一
二
日
至
六
月
末
日
）

　

12　

･

旧
一
条
家
六
位
侍
下
橋
敬
長
「
朝
廷
ノ
実
務
ト
儀
礼
、
女
官

ノ
制
度
ト
其
ノ
職
掌
、
京
都
守
護
職
ノ
職
掌
、
質
疑
応
答
数

件
」（
大
正
一
〇
年　

七
月
二
五
、
六
日
）

　

13　

･

子
爵
栗
野
慎
一
郎
「
条
約
改
正
談
」（
大
正
一
一
年
一
〇
月
二

六
日
）

　

14　

･

子
爵
栗
野
慎
一
郎「
露
西
亜
問
題
」（
大
正
一
一
年
一
一
月
一
日
）

　

15　

･

子
爵
三
浦
梧
樓
「
開
拓
使
払
下
事
件
反
対
他　

明
治
天
皇
ノ

御
乾
徳
」（
大
正
一
三
年
四
月
一
四
日
）

　

16　

･

子
爵
金
子
堅
太
郎
「
北
海
道
官
有
物
払
下
及
ヒ
大
隈
参
議
免

職　

太
政
官
廃
止
及
ヒ
内
閣
制
度
創
設
他
十
数
項
」（
大
正

一
三
年
四
月
二
六
日
及
び
二
七
日
、
五
月
四
日
、
一
二
月
二
八
日
）

　

1（　

･

子
爵
曾
我
祐
準
「
開
拓
使
払
下
問
題
、
参
謀
本
部
次
長
転
任
、

軍
人
勅
諭
、
明
治
十
五
年
陸
海
軍･

整
備
の
詔
勅
他
十
数
項
」

（
大
正
一
三
年
六
月
二
六
日
）

　

18　

･

伯
爵
田
中
光
顕
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
正

一
三
年
九
月
）

　

19　

･

侯
爵
浅
野
長
勲
「
討
幕
ノ
密
勅
広
島
藩
ニ
下
ラ
ザ
リ
シ
理
由

　

鳥
羽
伏
見
戦
争
当
時
山
内
容
堂
ノ
態
度
、
攘
夷
ヨ
リ
開
国

ニ
移
レ
ル
動
機
」（
大
正
一
三
年
九
月
二
八
日
）

　

20　

･
侯
爵
浅
野
長
勲
「
鳥
羽
伏
見
開
戦
当
日
ニ
於
ケ
ル
朝
議
ノ
状

況
」（
大
正
一
三
年
九
月
二
八
日
）
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21　
･

法
学
博
士
渡
辺
廉
吉
「
明
治
十
五
年
伊
藤
公
一
行
ガ
墺
独
ニ

テ
憲
法
並
ニ
皇
室
制
度
取
調
ニ
関
ス
ル
事
情
」（
大
正
一
三
年

一
一
月
五
日
）

　

22　

･

侯
爵
浅
野
長
勲
「
王
政
維
新
前
後
ニ
於
ケ
ル
芸
州
藩
ノ
国
事

鞅
掌
顚
末
」（
大
正
一
三
年
一
一
月
八
日
）

　

23　

･

陸
軍
中
将
大
島
健
一
「
明
治
天
皇
軍
事
ニ
関
ス
ル
御
事
蹟
」

（
大
正
一
四
年　

四
月
二
七
日
）

　

24　

･

陸
軍
中
将
比
志
島
義
輝
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
」（
大
正
一
四
年

　

六
月
一
〇
日
）

　

25　

･

子
爵
金
子
堅
太
郎
「
明
治
十
六
年
地
方
巡
察
使
紀
行　

東
京

市
会
議
員
選
出
及
ヒ
辞
職　

明
治
三
十
三
年
伊
藤
内
閣
成
立

及
ヒ
同
三
十
四
年
伊
藤
内
閣
辞
職　

乃
木
大
将
ニ
関
ス
ル
事

項
」（
大
正
一
五
年
）

　

26　

･

姉
小
路
良
子
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
正
一
五

年
二
月
一
二
日
）

　

2（　

･

伯
爵
田
中
光
顕
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
正

一
五
年
五
月
一
四
日
）

　

28　

･

男
爵
沢
宣
元
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
正
一
五

年
六
月
一
三
日
）

＊
29　

･

子
爵
日
野
西
資
博
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大

正
一
五
年
七
月
二
六
日
・
二
八
日
、
八
月
二
日
）

　

30　

･

元
典
侍
高
倉
寿
子
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大

正
一
五
年
七
月
二
七
日
・
二
八
日
、
八
月
一
日
）

　

31　

･

吉
田
鈺
子
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
正
一
五
年

七
月
三
一
日
）

　

32　

･

樹
下
範
子
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
正
一
五
年

八
月
三
日
）

　

33　

･

御
歌
所
寄
人
千
葉
胤
明
「
明
治
天
皇
御
製
ニ
関
ス
ル
聖
徳
」

（
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
三
日
）

　

34　

･

男
爵
西
紳
六
郎
「
明
治
天
皇
御
逸
事
（
各
師
団
長
各
鎮
守
府
司

令
長
官
ノ
軍
状
奏
上
宸
聴
ノ
事
外
二
項
）」（
大
正
一
五
年
一
〇
月

一
七
日
）

　

35　

･

子
爵
金
子
堅
太
郎
「
制
度
調
査
局
設
置
及
ビ
十
八
年
官
制
改

正
ノ
事
」（
大
正
一
五
年
一
一
月
二
日
）

＊
36　

･

男
爵
西
五
辻
文
仲
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大

正
一
五
年
一
一
月
八
日
）

　

3（　

･

日
野
根
要
吉
郎
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
（
御
料
馬
、
御
乗
馬
外
数

項
）」（
大
正
一
五
年
一
一
月
一
〇
日
）

　

38　

･

子
爵
栗
野
慎
一
郎
「
日
英
同
盟
、
明
治
十
七
年
天
津
条
約
締

結
ニ
付
」（
大
正
一
五
年
一
二
月
二
日
）

　

39　
･

子
爵
栗
野
慎
一
郎
「
明
治
十
七
年
朝
鮮
事
変
ニ
関
シ
栗
野
慎

一
郎
出
張
ノ
事　

竹
添
公
使
不
評
判
ノ
事
外
三
項
」（
大
正

一
五
年
一
二
月
三
日
）

　

40　

･

陸
軍
中
将
長
岡
外
史
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
大
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正
一
五
年
一
二
月
七
日
）

　

41　
･

西
郷
午
次
郎
「
西
郷
寅
太
郎
洋
行
仰
付
ケ
ラ
レ
タ
ル
前
後
ノ

事
情　

西
郷
隆
盛
伝
記
ノ
事
外
五
項
」（
大
正
一
五
年
一
二
月

七
日
）

　

42　

･

元
宮
内
書
記
官
栗
原
広
太「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」

（
大
正
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
）

＊
43　

･

慈
光
寺
仲
敏
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
昭
和
二
年

二
月
二
三
日
）

　

44　

･

元
侍
医
鈴
木
愛
之
助
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
（
聖
体
拝
診
其
他
）」

（
昭
和
二
年
三
月
一
六
日
）

　

45　

･

児
玉
愛
次
郎
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
（
井
上
侯
刃

傷
一
件
、
明
治
三
年
越
中
島
行
幸
ノ
事
外
八
項
）」（
昭
和
二
年
三

月
二
六
日
）

　

46　

･

子
爵
金
子
堅
太
郎
「
伊
藤
公
ト
カ
ブ
ー
ル
伝
（
昭
和
二
年
四

月
一
二
日
）」

　

4（　

･

元
侍
従
職
勤
務
石
山
基
陽「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」

（
昭
和
二
年
五
月
一
一
日
・
一
八
日
・
二
八
日
）

　

48　

･

伯
爵
珍
田
捨
巳
「
明
治
九
年
東
北
御
巡
幸
ノ
際
七
月
十
五
日

弘
前
東
奥
義
塾
学
生
御
前
講
演
ノ
事
」（
昭
和
二
年
六
月
一
〇

日
）

　

49　

･

元
典
侍
千
種
任
子
「
明
治
天
皇
御
日
常
」（
昭
和
二
年
九
月
二

三
日
）

＊
50　

･

宮
中
顧
問
官
長
崎
省
吾
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」

（
昭
和
二
年
一
〇
月
一
一
日
・
一
九
日
、
一
二
月
七
日
）

＊
51　

･

新
山
荘
輔
「
藤
波
子
爵
ガ
明
治
天
皇
ニ
澳
国
ノ
碩
学
ス
タ
イ

ン
博
士
ノ
憲
法
学
進
講
等
ノ
事
蹟
」（
昭
和
二
年
一
一
月
七
日
）

　

52　

･

宮
中
顧
問
官
海
軍
中
将
川
島
令
次
郎「
明
治
天
皇
御
事
蹟（
明

治
廿
七
年
広
島
大
本
営
設
置
ヨ
リ
東
京
還
幸
後
マ
デ
）
並
ニ
実
歴

談
」（
昭
和
三
年
二
月
三
日
・
一
五
日
）

　

53　

･

海
軍
中
将
子
爵
小
笠
原
長
生
「
明
治
天
皇
聖
徳
（
東
郷
大
将
、

乃
木
大
将
、
小
笠
原
子
爵
ニ
関
ス
ル
事
）
並
ニ
実
歴
談
」（
昭
和

三
年
二
月
二
二
日
）

　

54　

･

元
侍
従
男
爵
沢
宣
元
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
昭

和
三
年
三
月
七
日
）

　

55　

･

元
侍
従
武
官
海
軍
大
将
有
馬
良
橘
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ

実
歴
談
」（
昭
和
三
年
四
月
四
日
）

　

56　

･

元
侍
従
武
官
海
軍
中
将
松
村
龍
雄
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ

実
歴
談
」（
昭
和
三
年
四
月
一
一
日
・
二
五
日
）

＊
5（　

･

柳
原
愛
子
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
」（
昭
和
三
年
四
月
一
二
日
）

＊
58　

･

元
侍
従
職
出
仕
子
爵
藪
篤
麿
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴

談
」（
昭
和
三
年
五
月
二
二
日
）

　

59　
･

元
侍
従
武
官
陸
軍
中
将
白
井
二
郎
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ

実
歴
談
」（
昭
和
三
年
五
月
三
〇
日
）

　

60　

･

海
軍
大
佐
八
田
裕
二
郎
「
東
伏
見
宮
依
仁
親
王
英
国
ニ
御
留
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学
ノ
時
御
附
武
官
ト
シ
テ
御
輔
佐
ノ
実
歴
談
」（
昭
和
三
年
六

月
一
三
日
）

　

61　

･
元
侍
従
武
官
陸
軍
中
将
高
橋
義
章
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ

実
歴
談
」（
昭
和
三
年
六
月
二
〇
日
）

　

62　

･

元
侍
従
武
官
海
軍
中
将
関
野
謙
吉
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ

実
歴
談
」（
昭
和
三
年
六
月
二
〇
日
）

　

63　

･

元
侍
従
武
官
陸
軍
少
将
男
爵
上
田
兵
吉
「
明
治
天
皇
御
事
蹟

（
御
不
例
当
時
ヨ
リ
崩
御
後
ニ
渉
ル
並
ニ
聖
徳
ノ
御
事
）」（
昭
和
三

年
七
月
一
一
日
）

＊
64　

･

伯
爵
万
里
小
路
通
房
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
（
御

幼
少
時
代
（
御
即
位
迄
）
ノ
御
模
様
外
質
問
応
答
数
十
件
）」（
昭

和
三
年
七
月
二
〇
日
）

＊
65　

･

元
侍
医
寮
御
用
掛
藤
木
経
輝
「
明
治
三
八
年
当
時
皇
太
子
殿

下
（
大
正
天
皇
）
ノ
御
鍼
治
奉
仕
、
同
四
十
一
二
年
頃
明
治

天
皇
ノ
御
鍼
治
奉
仕
拝
命
其
他
実
歴
談
」（
昭
和
三
年
九
月
一

一
日
）

　

66　

･

御
歌
所
寄
人
阪
正
臣
「
明
治
天
皇
御
歌
道
」（
昭
和
三
年
九
月

一
九
日
）

＊
6（　

･

工
藤
一
記
「
華
族
子
弟
ノ
教
育
ニ
関
ス
ル
明
治
天
皇
ノ
聖
旨

並
ニ
学
習
院
沿
革
等
」（
昭
和
三
年
一
〇
月
一
日
）

　

68　

･

公
爵
西
園
寺
公
望
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
昭

和
三
年
一
〇
月
一
〇
日
、
一
二
月
一
三
日
）

　

69　

･

伯
爵
壬
生
基
義
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
昭
和

四
年
一
月
六
日
）

　

（0　

･

海
軍
大
将
子
爵
斉
藤
実
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」

（
昭
和
四
年
三
月
二
七
日
）

　

（1　

･

旧
女
官
生
源
寺
伊
佐
雄
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」

（
昭
和
四
年
五
月
三
日
）

＊
（2　

･

子
爵
日
野
西
資
博
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実
歴
談
」（
昭

和
四
年
五
月
二
二
日
・
二
四
日
）

　

（3　

･

元
侍
従
職
出
仕
子
爵
園
池
公
致
「
明
治
天
皇
御
事
蹟
並
ニ
実

歴
談
」（
昭
和
四
年
六
月
一
九
日
）

　

（4　

･

元
宮
内
省
調
場
師
目
賀
田
万
喜
「
明
治
天
皇
御
乗
馬
ニ
付
」

（
昭
和
四
年
一
一
月
四
日
）

＊
（5　

･

伯
爵
伊
東
巳
代
治
「
伊
東
巳
代
治
談
話
筆
記
」（
昭
和
五
年
五

月
二
〇
日
）

＊
（6　

･

伯
爵
大
原
重
朝
「
大
原
重
朝
談
話
」（
実
施
年
月
日
不
詳
）

＊
（（　

･

男
爵
目
賀
田
種
太
郎
「
男
爵
目
賀
田
種
太
郎
談
話
」（
実
施

年
月
日
不
詳
）

　

そ
の
他

　

臨
時
帝
室
編
修
局
で
の
資
料
の
蒐
集
は
、
原
史
料
を
蒐
集
す
る
の

で
は
な
く
、
写
し
取
る
と
い
う
形
態
で
の
蒐
集
で
あ
る
。
そ
こ
で
史

料
の
借
入
に
関
し
て
借
入
先
、
借
入
史
料
数
を
確
認
す
る
と
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
る
。
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六･

、
ま
た
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
で
は
各
種
図
書
も
活
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
購
入
・
寄
贈
・
作
製
数
は
左
に
掲
げ
る
。

五
、
編
修
の
進
捗
状
況
と
編
修
期
間
の
延
長

　
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
は
、
開
始
し
て
見
る
と
い
ろ
い
ろ
の
問

題
が
生
じ
て
中
々
進
捗
し
な
か
っ
た
。
特
に
「
明
治
天
皇
紀
」
の
あ

り
方
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
編
修
期
間
を
何
度
か
延
長
さ
せ
る
一
因
と

な
っ
た
。
編
修
期
間
は
、
最

初
大
約
五
年
、
大
正
七
年

段
階
で
向
こ
う
約
一
〇
ケ
年
、

大
正
一
五
年
段
階
で
大
正
二

〇
年
ま
で
に
結
了
、
昭
和
五

年
段
階
で
翌
六
年
か
ら
向
こ

う
二
年
間
の
延
長
と
い
う
よ

う
に
延
長
に
延
長
を
重
ね

た
。
こ
れ
は
臨
時
編
修
局
発

足
当
初
か
ら
編
修
方
針
、
天

皇
紀
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て

明
確
な
も
の
が
な
か
っ
た
た

め
、
編
修
を
進
め
る
中
で
そ

れ
ら
が
決
ま
っ
て
い
っ
た
こ

と
、
関
係
史
（
資
）
料
が
天

皇
の
逝
去
か
ら
時
間
が
経
て

ば
経
つ
ほ
ど
出
さ
れ
て
く
る

年次 史料借入
先諸向数

借入史料
数　　　

大正 4 年 33 4,（（0
大正 5 年 63 6,369
大正 6 年 33 3,458
大正 （ 年 28 3,9（2
大正 8 年 66 4,814
大正 9 年 49 3,298
大正10 年 3（ 4,199
大正11 年 46 2,643
大正12 年 51 1,585
大正13 年 39 2,631
大正14 年 32 4,092
大正15 年 6（ 2,593
昭和 2 年 61 2,686
昭和 3 年 43 1,544
昭和 4 年 4（ 2,206
昭和 5 年 38 4,696
昭和 6 年 30 2,9（5
昭和 （ 年 26 2,848
昭和 8 年
　3 月ﾏﾃﾞ 10 1,423

計 （99 62,802

《図書購入、寄贈、作製数調》

年次 購入点数 寄贈点数 副本製作点数
（写真ヲ除ク）

大正 4 年 525 （12 4
大正 5 年 929 668 10
大正 6 年 643 61 145
大正 （ 年 158 100 1（（
大正 8 年 182 164 136
大正 9 年 86 2（0 238
大正 10 年 219 554 216
大正 11 年 219 181 262
大正 12 年 189 139 241
大正 13 年 135 148 328
大正 14 年 144 （5 239
大正 15 年 1,438 300 59
昭和 2 年 23（ 222 259
昭和 3 年 260 138 139
昭和 4 年 440 50 1（2
昭和 5 年 238 123 13（
昭和 6 年 106 141 13（
昭和 （ 年 104 121 15（

計 6,252 4,26（ 3,056
合計 13,5（5 点

以上の外に当局に於て撮影せる写真概略 1,000 枚あり

《第一次稿本編修功程表（昭和 6 年 6 月）》

年　度
大正
15 年

昭和
2 年

昭和
3 年

昭和
4 年

昭和
5 年

昭和6
年6月

計

第 1 部（ 嘉 永 5 年
～明治 3 年） 4 冊 10 冊 1（ 冊 21 冊 ･23 冊 （5 冊

第 2 部（ 明 治 4 年
～同 14 年） 4 冊 13 冊 8 冊 11 冊 14 冊 50 冊

第 3 部（明治 15 年
～同 31 年） 2 冊 13 冊 10 冊 （ 冊 34 冊 43 冊 109 冊

第 4 部（明治 32 年
～同 45 年） 3 冊 9 冊 6 冊 16 冊 35 冊 31 冊 100 冊

計 9 冊 39 冊 34 冊 51 冊 104 冊 ･9（ 冊 334 冊
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《既成稿本年次回数冊数調》

回 年　月 冊･数 対　　象　　年

第 1 回 大正 15 年 4 月 ･･9 冊 明治 5 年　同 6 年　同 15 年　同 16 年　同 32 年　同 33 年

第 2 回 昭和 2 年 12 月 39 冊 嘉永 5 年　同 6 年　安政 1 年　同 2 年　慶應 3 年　明治 （
年　同 8 年　同 9 年　同 1（ 年　同 18 年　同 19 年　同 20
年　同 34 年　同 35 年　同 36 年

第 3 回 昭和 3 年 12 月 34 冊 文久元年　同２年　元治１年　同２年　慶應明治１年　明
治１年 8 月まで　同 10 年　同 21 年　同 22 年の一部

第 4 回 昭和 4 年 12 月 51 冊 安政 6 年　万延１年　慶應２年　明治１年 11 月まで　同
2（ 年　同 11 年　同 12 年同 22 年の残部　同 25 年　同 38
年　同 39 年

第 5 回 昭和 5 年 12 月 104 冊 安政 3 年　同 4 年　同 5 年　明治 1 年 12 月　同 2 年 1 月
～ 6 月　同 3 年 1 月～ 9 月　同 28 年 1 月～ 6 月　同 13 年
　同 14 年　同 24 年　同 25 年　同 26 年　同 40 年　同 41
年　同 42 年

第 6 回 昭和 6 年 12 月 9（ 冊 明治 2 年 （ 月～ 12 月　同 3 年 10 月～ 12 月　同 4 年　同
28 年 （ 月～ 12 月　同 29 年　同 30 年　同 31 年　同 43 年
　同 44 年　同 45 年

《御紀資料稿本編成調》

提　出　年 冊　数 備　　考
大正 （ 年 12 月 （3 冊 　
大正 8 年 6 月 68 冊 　
大正 8 年 12 月 62 冊 　
大正 ･9 年 6 月 89 冊 　
大正 ･9 年 12 月 26 冊 大正 9 年より 10 年に亙り年表 1（ 冊の編纂に従事せるを以ってそ

の間資料稿本の編成自ずから影響を蒙る

大正 10 年 12 月 96 冊 　
大正 11 年 6 月 62 冊 　
大正 11 年 12 月 65 冊 　
大正 12 年 6 月 69 冊 　
大正 12 年 12 月 81 冊 　
大正 14 年 6 月 59 冊 大正 13 年以後御紀の編修に着手せるを以って資料稿本は定期に

編成提出せしめず
大正 14 年 （ 月
以後編成せられ
たるもの

618 冊

４冊 小引総目次の増補
計 1,3（2 冊
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等
、
編
修
を
取
り
ま
く
環
境
が
変
化
し
続
け
た
こ
と
が
大
き
な
要
因

で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
か
ら
詳
し
く
進
捗
状
況
を
説
明
で
き

な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
①
第
一
次
稿
本
編
修
功
程
表
、
②
既
成
稿
本

年
次
回
数
冊
数
調
、
③
御
紀
資
料
稿
本
編
成
調
を
紹
介
す
る
す
る
こ

と
に
よ
り
編
修
期
間
後
半
の
状
況
を
理
解
す
る
一
助
と
す
る
。

　

そ
の
後
補
正
稿
本
（
第
二
次
稿
本
等
）
が
編
修
さ
れ
、
そ
の
結
果

昭
和
八
年
、編
修
は
①
明
治
天
皇
紀
二
六
〇
巻
（
献
上
・
宮
内
大
臣
〈
湯

浅
倉
平
〉・
事
務
用
各
一
部
）、
②
明
治
天
皇
紀
副
本
（
ガ
リ
版
刷
。
四

〇
部
／
一
部
一
二
六
〇
冊
）、
③
明
治
天
皇
紀
原
稿
（
一
部
二
六
〇
冊
）、

④
資
料
稿
本
（
一
三
四
四
冊
）、
⑤
年
表
稿
本
（
一
七
冊
）、
⑥
御
紀
要

目
（
六
冊
）
を
作
成
し
遂
に
完
了
し
た
。

六
、
近
現
代
の
歴
史
学
と
の
関
係

　

以
上
、「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
が
近
現
代
の
歴
史
学
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
位
相
を
占
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
そ
の
編
修

の
実
態
を
検
討
し
て
き
た
。

　

そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
は
、
た
と
え
宮
内
省
で
行
わ
れ
た

天
皇
の
伝
記
編
修
で
あ
っ
て
も
、「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
で
は
歴

史
的
事
実
関
係
を
検
証
・
確
定
す
る
こ
と
に
力
点
を
置
き
、
可
能
な

限
り
関
係
史
（
資
）
料
を
蒐
集
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
根
底
に
近
代
史
学
の
方
法
・
精
神
で
あ
る
実
証
主
義
を
据
え
、
あ

く
ま
で
も
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
姿
勢
を
貫
こ
う
と
し
た
こ
と

が
伝
わ
っ
て
く
る
。
実
際
「
明
治
天
皇
紀
」
の
記
述
は
、
実
証
主
義

に
基
づ
い
た
堅
実
な
も
の
で
、
そ
れ
は
各
記
事
を
書
く
に
際
し
て
典

拠
と
し
た
史
料
を
読
み
直
し
て
み
て
も
実
感
さ
れ
、
明
治
天
皇
と
明

治
史
を
理
解
す
る
上
で
有
用
な
文
献
で
あ
る
と
の
評
価
を
素
直
に
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
官
製
版
、
そ
れ
も
宮
内
省
に
よ
る
編
修
と
い
う
こ
と
か
ら

偏
っ
た
歴
史
観
、
或
い
は
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
注
入
さ
れ
た
も

の
と
の
見
方
も
あ
る
。
確
か
に
編
修
方
針
で
は
明
治
天
皇
の
事
蹟
を

顕
彰
す
る
云
々
を
第
一
義
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
編
修

意
図
の
中
に
明
治
時
代
の
発
展
を「
偉
大
な
開
明
君
主
＝
明
治
天
皇
」

と
結
び
つ
け
る
論
理
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

は
大
正
九
年
五
月
の
「
明
治
天
皇
紀
編
修
綱
領
」
が
追
求
し
た
明
治

天
皇
像
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

だ
が
明
治
維
新
を
含
め
明
治
時
代
の
歴
史
を
編
纂
す
る
こ
と
は
、

政
治
と
歴
史
認
識
が
深
く
結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
政
治
そ

の
も
の
と
な
る
こ
と
を
当
事
者
達
も
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
維

新
史
」
を
編
纂
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
け
ら
れ
た
維
新
史
料
編
纂
会

の
発
足
の
経
緯
を
知
る
に
つ
け
て
も
理
解
さ
れ
る
）
（（
（

。
明
治
国
家
の
指

導
者
達
は
、
日
清
・
日
露
の
両
戦
争
を
経
て
よ
う
や
く
国
民
相
互
間

に
共
有
さ
れ
た
国
家
意
識―

旧
藩
意
識
を
乗
り
越
え
大
国
、
強
国
と

し
て
の
「
大
日
本
帝
国
」
と
い
う
国
家
意
識―

に
幕
末
・
維
新
期
の
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歴
史
編
纂
が
「
対
立
し
た
時
代
」
の
政
治
を
い
や
が
上
に
も
呼
び
覚

ま
し
、
そ
の
こ
と
が
「
大
日
本
帝
国
」
の
存
立
基
盤
に
ヒ
ビ
を
入
る

こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
一
方
に
偏
ら
な
い
事
実
を
事
実
と
し
て
叙
述
す
る
歴

史
編
纂
方
針
が
全
面
に
出
て
き
た
。
性
急
な
歴
史
認
識
よ
り
事
実
の

解
明
を
最
優
先
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
こ
に
実
証
主
義
に
基

づ
く
編
修
が
志
向
さ
れ
た
。
そ
れ
は
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
と
の
関
係

が
当
然
の
如
く
非
難
の
材
料
と
な
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
宮
内
省

に
し
て
み
れ
ば
な
お
さ
ら
で
、「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
に
は
そ
の

こ
と
が
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
た
）
（（
（

。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
「
明
治
天
皇
紀
」
の
編
修
は
、
一
次
史
（
資
）

料
を
基
に
で
き
る
限
り
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
実
証
主

義
に
基
づ
く
編
修
方
針
を
前
面
に
出
し
た
も
の
で
あ
る
）
（（
（

。
尤
も
歴
史

編
纂
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
、
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
官
製

版
の
歴
史
編
纂
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
も
含
め
て
種
々
の
要
素

が
入
り
込
み
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
生
じ
、
そ
こ
に
限
界
が
あ
る
こ

と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
、

実
際
に
編
修
に
従
事
し
た
三
上
参
次
を
は
じ
め
と
す
る
御
用
掛
・
編

修
（
官
）
達
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
、
学
問
を
極
め
た
人
物
達
、
高
等
教
育
機
関
で
近
代
史
学

を
学
ん
だ
人
物
達
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
ら
に
も
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
歴

史
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
明
治
天
皇

紀
」
を
読
ん
で
見
る
と
、
抑
制
の
き
い
た
、
簡
潔
な
文
章
か
ら
で
き

る
限
り
事
実
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
く
伝
わ
っ

て
く
る
。
こ
れ
は
歴
史
を
叙
述
す
る
難
し
さ
を
充
分
認
識
し
て
い
た

彼
ら
が
検
討
に
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
よ
う
や
く
到
達
し
た
歴
史
叙

述
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

　

編
修
の
現
場
は
、
決
し
て
偏
狭
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
振
り
回
さ
れ

た
訳
で
は
な
い
。「
明
治
天
皇
紀
」
と
い
う
成
果
を
ど
の
よ
う
に
活

用
す
る
か
は
、
い
つ
に
か
か
っ
て
我
々
自
身
が
ど
れ
だ
け
し
っ
か
り

と
し
た
歴
史
観
を
持
っ
て
「
明
治
天
皇
紀
」
を
読
み
込
ん
で
い
く
か

に
か
か
っ
て
い
る
。

註（1
）　
「
明
治
天
皇
紀
」
は
、
政
府
の
明
治
百
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し

て
昭
和
四
三
年
か
ら
同
五
二
年
に
か
け
て
宮
内
庁
か
ら
順
次
刊
行

さ
れ
た
（
全
一
二
巻
及
び
索
引
一
巻
）。

（
2
）　

拙
稿
「『
明
治
天
皇
紀
』
編
修
と
金
子
堅
太
郎
」（『
日
本
歴
史
』

第
六
六
一
号
）、
同
「『
臨
時
帝
室
編
修
局
史
料
「
明
治
天
皇
紀
」

談
話
記
録
集
成
』
に
つ
い
て―

「
明
治
天
皇
紀
」
編
修
と
関
連
さ

せ
て―

」（
堀
口
修
監
修
・
編
集『
臨
時
帝
室
編
修
局「
明
治
天
皇
紀
」

談
話
記
録
集
成
』
第
九
巻
〈
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
三
年
〉
所
収
）、

同
「
維
新
史
料
編
纂
会
と
臨
時
編
修
局
の
合
併
問
題
と
協
定
書
の

成
立
過
程
に
つ
い
て
」（『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
紀
要
』
第

三
六
集
）、同
「
歴
史
家
渡
辺
幾
治
郎
に
つ
い
て―

「
明
治
天
皇
紀
」

編
修
と
の
関
連
か
ら―

」（
同
監
修
・
編
集
『
明
治
天
皇
関
係
文
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献
集
』
第
一
一
巻
所
収
）
な
ど
。

（
3
）　
『
官
報
』
大
正
三
年
一
二
月
一
日
付
。

（
4
）　

な
お
臨
時
（
帝
室
）
編
修
局
の
顧
問
と
し
て
山
県
有
朋
、
大
山
巌
、

松
方
正
義
、
井
上
馨
、
徳
大
寺
実
則
、
西
園
寺
公
望
、
杉
孫
七
郎
、

香
川
敬
三
、
幹
事
・
主
事
・
事
務
官
と
し
て
近
藤
久
敬
、
西
義
一
、

豊
原
資
清
、
本
多
辰
次
郎
、
藤
井
宇
多
治
郎
の
名
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
5
）　

な
お
編
修
期
間
全
体
を
通
じ
た
予
算
は
、
左
の
如
く
で
あ
っ
た
。

《自大正 4 年至昭和 8 年　臨時帝室編修局予算及決算表》

年　度 予算（円） 　決算（円）額（円）印ハ超
過決算

大正 4 年度 35,539.00 22,556.（1 12,982.29 臨時部
同 5 年度 33,6（5.00 32,（40.48 934.52 同　上
同 6 年度 41,4（6.00 35,4（5.46 6,000.54 同　上
同 （ 年度 48,106.18 48,5（9.65 △ 4（3.4（ 経常部
同 8 年度 53,955.00 5（,46（.05 △ 3,512.05 同　上
同 9 年度 65,521.00 （8,352.63 △ 12,831.63 同　上
同 10 年度 99,325.00 102,950.85 △ 3,625.85 同　上
同 11 年度 111,（51.00 95,009.（6 16,（41.24 臨時部
同 12 年度 111,685.00 89,（（6.3（ 21,908.63 同　上
同 13 年度 102,9（6.00 90,963.5（ 12,012.43 同　上
同 14 年度 98,58（.00 8（,051.56 11,535.44 同　上
同 15 年度

昭和 1 年度
98,9（9.00 89,589.22 9,389.（8 同　上

同 2 年度 98,992.00 88,86（.96 10,124.04 同　上
同 3 年度 99,（62.00 88,033.99 11,（28.01 同　上
同 4 年度 99,（60.00 89,618.90 10,141.10 同　上
同 5 年度 100,244.00 88,826.（1 11,41（.29 同　上
同 6 年度 99,653.00 86,（90.33 12,862.6（ 同　上
同 （ 年度 98,36（.00 91,590.45 6,（（6.55 同　上
同 8 年度 82,081.00 53,（96.8（ 28,284.13 決算欄記入ノ

金額ハ自 1 月
至 9 月支出

計 1,580,434.18 1,418,038.52 162,395.66

（
6
）　
『
官
報
』
大
正
七
年
六
月
八
日
付
。

（
（
）　
『
官
報
』
大
正
七
年
六
月
八
日
付
。

（
8
）　

大
正
一
〇
年
一
〇
月
六
日
付
皇
室
令
第
一
五
号
に
よ
り
主
事
は
事

務
官
に
改
め
ら
れ
、
即
日
御
用
掛
豊
原
資
清
が
事
務
官
事
務
取
扱

に
命
じ
ら
れ
る
。

（
9
）　
『
官
報
』
大
正
五
年
一
一
月
六
日
付
。

（
10
）　

臨
時
帝
室
編
修
局
は
、
業
務
を
終
え
た
こ
と
に
よ
り
昭
和
八
年
九

月
二
九
日
付
皇
室
令
第
四
号
で
同
年
九
月
三
〇
日
限
り
で
廃
止
さ

れ
た
（『
官
報
』
昭
和
八
年
九
月
三
〇
日
付
）。
し
か
し
そ
の
後
約

一
年
間
残
務
整
理
作
業
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
昭
和
九
年
七
月
か

ら
「
明
治
天
皇
紀
」
を
縮
約
公
刊
す
る
た
め
に
宮
内
省
内
に
公
刊

明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
。

（
11
）　

な
お
大
正
三
年
か
ら
昭
和
七
年
ま
で
の
編
修
局
の
総
裁
以
下
の
全

体
数
（
給
仕
・
小
使
も
含
む
）
は
左
の
如
く
で
あ
り
、
大
正
九
年

末
が
七
二
名
で
最
も
多
く
、
後
は
大
正
三
年
を
除
き
大
体
六
〇
名

前
後
で
、
昭
和
年
間
は
五
〇
名
代
後
半
と
な
っ
て
い
る
。

（
12
）　

な
お
総
裁
人
事
に
つ
い
て
は
一
時
、
末
松
謙
澄
の
名
前
が
上
が
っ

《臨時帝室編修局職員年次調》
大正 3 年 15 名

4 年 55 名（兼 2 名）
5 年 62 名（兼 2 名）
6 年 64 名（兼 4 名）
（ 年 65 名（兼 4 名）
8 年 66 名（兼 5 名）
9 年 （2 名（兼 4 名）

10 年 64 名（兼 2 名）
11 年 56 名（兼 2 名）
12 年 5（ 名（兼 1 名）
13 年 5（ 名（兼 1 名）
14 年 60 名（兼 1 名）
15 年 56 名（兼 1 名）

昭和 2 年 58 名（兼 1 名）
3 年 58 名（兼 1 名）
4 年 56 名（兼 1 名）
5 年 58 名（兼 1 名）
6 年 5（ 名（兼 1 名）
（ 年 5（ 名（兼 1 名）
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て
い
た
が
、
山
県
有
朋
が
土
方
久
元
の
名
前
を
上
げ
た
こ
と
に
よ

り
末
松
が
総
裁
に
就
任
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
詳
し
く
は
拙
稿

「
末
松
謙
澄
に
つ
い
て―

「
末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
」
の
理
解
に

寄
せ
て―
　

付
・「
末
松
子
爵
家
所
蔵
文
書
」
収
載
文
書
一
覧
」〈
堀

口
修
監
修
・
編
集
『
公
刊
明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
史
料　

末

松
謙
澄
子
爵
家
所
蔵
文
書
』〉
下
巻
所
収
）
参
照
。

（
13
）　

詳
し
く
は
前
掲
「
維
新
史
料
編
纂
会
と
臨
時
編
修
局
の
合
併
問
題

と
協
定
書
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
14
）　

渡
辺
幾
治
郎
『
明
治
史
研
究
』（
楽
浪
書
院
、
一
九
三
四
年
）、
三

七
一
頁
。
な
お
藤
波
に
つ
い
て
は
、柴
田
紳
一「
藤
波
言
忠
伝
」（
藤

波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主　

藤
波
家
の
歴
史
』〈
続
群

書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
三
年
〉
所
収
）
が
詳
し
い
。

（
15
）　

渡
辺
に
よ
る
と
股
野
は
近
代
の
史
学
な
ど
は
多
く
了
解
し
な
い
官

僚
出
身
の
漢
学
者
で
、
単
に
御
言
行
や
聖
徳
を
録
す
る
位
の
考
え

の
編
修（
官
）長
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る（
前
掲『
明
治
史
研
究
』、

三
七
三
頁
）。

（
16
）　

渡
辺
に
よ
る
と
、
竹
越
は
「
天
皇
紀
即
国
史
」
と
の
立
場
か
ら
天

皇
紀
は
天
皇
の
言
行
を
叙
述
す
る
と
共
に
「
天
皇
の
治
世
中
に
起

り
た
る
大
小
の
事
変
、
国
勢
の
隆
替
」
を
録
す
る
と
い
う
独
特
の

天
皇
紀
観
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
天
皇
紀
は
ど
う
い
う

風
に
記
述
す
る
か
と
い
う
見
通
し
が
つ
い
た
と
い
う
（
前
掲
『
明

治
史
研
究
』、
三
七
三
～
三
七
四
頁
）。
な
お
竹
越
に
つ
い
て
は
髙

坂
盛
彦
『
あ
る
明
治
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
記
録　

孤
高
の
戦
闘
者　

竹
越
與
三
郎
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
1（
）　

渡
辺
に
よ
る
と
、
三
上
は
天
皇
紀
と
国
史
の
区
別
を
認
め
な
が
ら

も
、
天
皇
紀
は
「
統
治
の
歴
史
」
を
主
眼
と
し
、
か
つ
時
勢
の
背

景
も
必
要
に
応
じ
て
簡
明
に
記
述
し
た
上
で
、
天
皇
を
離
れ
た
国

史
は
天
皇
紀
で
は
な
い
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
と
い
う（
前
掲『
明

治
史
研
究
』、
三
七
四
～
三
七
五
頁
）。
な
お
昭
和
九
年
七
月
に
公

刊
明
治
天
皇
御
紀
編
修
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
と
、
三
上
は
編
纂

長
に
就
任
す
る
。
三
上
の
生
涯
及
び
業
績
に
つ
い
て
は
、
高
橋
勝

浩
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵･

三
上
参
次
『
御
進
講
案
』
追
補―

三

上
参
次
略
年
譜
・
主
要
著
作
目
録
・
主
要
人
名
索
引―

」（『
国
學

院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
九
七
輯
）
が
詳
し
い
。

（
18
）　

前
掲
『
明
治
史
研
究
』
三
七
〇
頁
。

（
19
）　

渡
辺
は
、
上
野
が
有
職
故
実
の
学
の
造
詣
が
深
く
、
特
に
宮
廷
方

面
の
故
実
で
は
恐
ら
く
当
代
の
権
威
者
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る
。

（
前
掲
『
明
治
史
研
究
』、
三
七
二
頁
）。

（
20
）　

歴
史
家
と
し
て
の
渡
辺
の
経
歴
、
歴
史
観
、
業
績
等
に
つ
い
て
は

前
掲
「
歴
史
家
渡
辺
幾
治
郎
に
つ
い
て―

「
明
治
天
皇
紀
」
編
修

と
の
関
連
か
ら―

」
を
参
照
。

（
21
）　

現
在
、「
明
治
天
皇
紀
」
の
本
文
編
修
の
姿
、
具
体
的
に
は
編
修
上
、

総
裁
や
編
修
官
長
が
本
文
原
稿
に
ど
の
よ
う
な
手
を
加
え
た
の
か

の
一
例
と
し
て
、
編
修
官
補
の
深
谷
博
治
が
編
修
し
た
『
写
真
図

説　

明
治
天
皇
』（
講
談
社
、
一
九
六
八
年
）
の
六
八
～
六
九
頁
に
、

明
治
二
七
年
八
月
一
一
日
の
宣
戦
奉
告
祭
に
関
す
る
記
事
に
金
子
、

三
上
の
筆
が
入
っ
て
い
る
原
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど

は
本
文
編
修
の
姿
を
具
体
的
に
伝
え
る
好
個
の
資
料
で
あ
る
。

（
22
）　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
「
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
氏
ヨ
リ
金
子
子
爵
ヘ
ノ

書
簡
」（
函
架
番
号
／
明―

九
八
六
）。

（
23
）　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
・
臨
時
帝
室
編
修
局
「
編
修
事
業
録
」
三
。

（
24
）　

前
掲
『
明
治
史
研
究
』、
三
七
三
頁
。
な
お
渡
辺
な
り
に
編
修
方

針
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
ど
の
よ
う
に
み
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
歴
史
家
渡
辺
幾
治
郎
に
つ
い
て―

「
明
治
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天
皇
紀
」
編
修
と
の
関
連
か
ら―

」
を
参
照
。

（
25
）　

詳
し
く
は
前
掲
「『
臨
時
帝
室
編
修
局
史
料
「
明
治
天
皇
紀
」
談

話
記
録
集
成
』
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

（
26
）　

こ
の
年
別
件
数
は
あ
く
ま
で
も
現
在
確
認
さ
れ
る
史
料
か
ら
の
も

の
で
あ
る
。

（
2（
）　

大
久
保
利
謙
・
小
西
四
郎
「『
維
新
史
』
と
維
新
史
料
編
纂
会
の

過
去
と
現
在
」（
復
刻
版
『
維
新
史
』
別
冊
付
録
〈
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
年
〉）
参
照
。

（
28
）　

こ
の
実
証
主
義
は
、
厳
格
に
見
る
と
政
治
と
の
間
に
一
定
の
距
離

を
取
る
た
め
、
あ
る
面
で
御
都
合
主
義
的
で
あ
っ
た
と
の
批
判
も

成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
結
果
と
し
て
実
証
主
義
が
深
く
根

付
い
て
実
践
さ
れ
た
こ
と
に
低
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

（
29
）　

御
紀
の
編
修
に
使
用
さ
れ
た
史
（
資
）
料
の
多
く
は
、
現
在
、
宮

内
庁
書
陵
部
が
所
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
渡
辺
幾
治
郎
の
許
に
残
っ

た
も
の
は
前
掲
「
渡
辺
幾
治
郎
収
集
謄
写
明
治
資
料
」
と
し
て
早

稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料
室
が
所
蔵
し
て
い
る
。
こ
の
渡
辺
謄

写
資
料
は
、
貴
重
な
も
の
と
し
て
歴
史
研
究
に
貢
献
し
て
い
る
。

ま
た
深
谷
博
治
の
許
に
残
っ
た
も
の
も
早
稲
田
大
学
文
学
部
史
学

資
料
室
に
保
管
さ
れ
て
い
る
（
荒
船
俊
太
郎
「
深
谷
博
治
旧
蔵
文

書
の
研
究
」〈『
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究

篇
』
第
二
号
〉）。
な
お
筆
者
は
、
現
在
、
金
子
堅
太
郎
を
は
じ
め

と
す
る
臨
時
帝
室
編
修
局
の
人
物
達
の
関
係
資
料
を
調
査
し
て
い

る
。
調
査
が
済
み
次
第
、
順
次
報
告
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
首
席
研
究
官
）


